事業展開等
リスキリング支援コース
設備投資加算
(R８.４月版


人材開発支援助成金　支給申請書（設備投資加算達成）
事業展開等リスキリング支援コース
申請書類チェックリスト

提出期間　→　訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに事業展開促進機器等を
導入し、全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等
手当を３か月間継続して支払った日の翌日から起算して５か月以内

提出先　　→　 新潟労働局職業対策課助成金センター

※郵送（配達記録の残るものに限ります。）により提出する場合は、当センターへの到達日が受理日となります。
※提出に必要な書類が明らかに不足している場合については、到達日が提出期間末日であっても、書類の不備とはみなさず
不受理とする場合があります。書類の内容に不備がある場合、最終的に当該不備を補正した書類が提出されなかった
ときは、当該支給申請は助成対象外となります。



















	事業所名
	
	新潟労働局職業対策課助成金センター
人材開発支援助成金　事業展開等リスキリング支援コース担当
〒950-0965　新潟市中央区新光町16-4荏原新潟ビル1F
電話　025-278-7181

	
	
	
	
	
	

	NO
	提出書類、添付書類等　※関係書類はA4版で、提出及び保管をしてください
※これらの書類のほか、労働局長が審査に必要な書類の提出を求める場合があります
	提出形態
	提出者
チェック
	労働局
チェック

	
	※通常分の助成を受けた訓練に係る職業訓練実施計画届を提出した時点の様式を
ご使用ください
	

	
	1
	■　「支給申請書（設備投資加算）」チェックリスト
（当チェックリストにチェックを入れて、提出書類の一番上にして提出願います。）
	原本
	☐
	☐

	
	2
	■　「（人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース）支給申請書」（様式第４－２号）
※申請人が代理人の場合は「委任状」（原本）も必要となります。
	原本
	☐
	☐

	
	3
	■　「支給要件確認申立書」（共通要領様式第１号）
	原本
	☐
	☐

	
	4
	■　「支払方法・受取人住所届」（帳票種別32850）
※既に届出済みの場合、提出は不要です。
※提出する場合は口座番号が確認できる資料（通帳の写し等）を添付してください。
	原本
（様式）
他は写
	☐
	☐

	
	5
	■　「設備投資実施状況報告」（様式第2２号）
	原本
	☐
	☐

	
	6
	■　「（人材育成支援コース）賃金要件等確認シート」（様式第1７号）
	原本
	☐
	☐

	
	7
	■　通常分の助成を受けたときの「支給決定通知書」
	写
	☐
	☐

	
	8
	■　賃金増額改定前後の雇用契約書※賃金要件を満たす場合
	写
	☐
	☐

	
	9
	■　賃金増額改定前後３か月または資格等手当支払前後３か月の賃金台帳等
	写
	☐
	☐

	
	10
	■　資格等手当について規定をした労働協約、就業規則または労働契約書※資格等手当要件を満たす場合
	写
	☐
	☐

	
	1１
	■　事業展開促進機器等の導入が確認できる書類の写し
・契約書
・納品書
・契約書事業展開促進機器等の導入に係る請求書及び領収書又は振込通知書等の写し
※支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かるもの。
※請求書及び領収書の写しの組み合わせの場合は、加えて、振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等
も提出してください。
※リース契約等の場合、導入日から設備投資加算の支給申請の日までの間に対応する支払った金額が確認できる
もの（支払日が到来してないリース期間分は除く。）。
インターネットバンキングの場合、「入出金明細」、「取引状況照会」、「残高照会」など、申請事業主名義の口座からの出金が確認できるもの


・事業展開促進機器等の仕様や内容がわかる資料
・導入した事業所内で撮影した写真（１台ずつ、全体像と製造番号がわかるもの）
	写
	☐
	☐



